
京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例（平成２５年１１月１１日京都市

条例第   号）（保健福祉局子育て支援部児童家庭課） 

  京都市三条学童保育所の位置の表示の変更に伴い，規定を整備することとしました。 

（改正内容） 

京都市三条学童保育所の位置の表示の変更 

変更前の位置 京都市東山区花見小路通古門前上る 町４５０番地 

変更後の位置 京都市東山区三条通大橋東入２丁目下る 町４４２番地の９ 

  この条例は，公布の日から施行することとしました。 
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 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２５年１１月１１日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例 

 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を次のように改正する。 

 別表第２京都市三条学童保育所の項中「京都市東山区花見小路通古門前上る 町４５０

番地」を「京都市東山区三条通大橋東入２丁目下る 町４４２番地の９」に改める。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

（保健福祉局子育て支援部児童家庭課） 
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